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 このことについて、下記の通り創設審議会を開催し、審議した結果を別添の

通り取りまとめたので報告する。 

 

               記 

 

１ 第一回創設審議会 

（１）日時  平成１５年４月１１日 １３：３０～１５：４５ 

（２）場所 港区赤坂１－９－１３ 三会堂ビル２Ｆ Ｓ会議室 

（３）出席審議員（別紙１） 

 

２ 第二回創設審議会 

（１）日時 平成１５年５月６日 １３：３５～１６：００ 

（２）場所 港区赤坂１－９－１３ 三会堂ビル２Ｆ Ｓ会議室 

（３）出席審議員（別紙２） 

３ 「我が国にふさわしい森林認証制度」創設審議会報告 

    別添 

 
 
 
 



別添 

「我が国にふさわしい森林認証制度」創設審議会報告 

 

 「緑の循環認証会議」（ＳＧＥＣ：Sustainable Green Ecosystem Council）の創

設に関し、下記の通り審議結果を報告する。 

 なお、これを運営するに当たっては別紙に示す事項について十分考慮して行

うことを要請する。 

記 

 
 



別紙 

    「緑の循環認証会議（ＳＧＥＣ）の運営に当たって留意するべき事項」 

１ 公平な認証、認定が実施されるよう、わかりやすい森林認証基準等や審査

標準マニュアル等の整備に努めること。 

    また、地域の森林生態系等に十分精通している審査機関の認定に努める

こと。 

２ 森林認証基準・指標等については、認証モデル森林を設定し、現地の実態

に基づいた審査を行い整備を進めること。この場合、森林生態系等につい

て専門家を交えて検討を行い、幅広い知見を集めたものとなるよう努める

こと。 

３ 小規模森林所有者や市民レベルのボランティア団体が管理する森林等を

も十分考慮した森林認証基準・指標を整備すること。 

４ 全国各地で取り組みが活発化している「地域材認証制度」と本制度が連携

できる仕組みを検討すること。 

   更に、認証参加者にメリットがある仕組みを検討すること。 

５ 国際的な相互認証については、その及ぼす影響を考慮して、今後更に検討

すること。 

６ 認証モデル森林やホームページ等を活用し、制度の普及に努めるととも

に、運営体制等を早急に整備し、早期に森林認証が実施できる体制を整備

すること。 

   また、地方自治体特に都道府県担当者との連携を十分図ること。 


